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１．はじめに 
 香川大学では、第４期中期目標・中期計画期間における業務運営の改善及び効率化

に関する項目への対応として、令和４年４月１日付で設置した諮問会議を通じて、第４

期中期目標・中期計画の中でも、特に、「自己点検・評価」、「社会との共創」、「リカレ

ント教育」、「ダイバーシティの推進」、「財務運営」の 5 項目を対象に、外部の有識者か

らの意見を踏まえ、外部の知見を法人経営に生かすこととしております。  

今回の諮問会議では、各委員の皆様には、当該５項目について、達成状況や成果はも

とより、本学の近況や今後の取組等を内容とする「自己点検結果」をもとに、本学の強

みとして伸ばしていくべきことや本学に今後期待すること等について、様々な観点から

貴重なご意見をいただきました。心から厚くお礼を申し上げます。 

諮問会議の委員の皆様から頂戴いたしましたご意見等は、今後の法人経営に反映させ、

新たな価値と魅力を創造して、地域から世界に発信していけるよう、第４期中期目標の

実現に努めます。 

 

国⽴大学法人香川大学⻑  

                                 上田 夏生 
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２．諮問会議委員名簿 
 

綾田 裕次郎 株式会社百⼗四銀⾏取締役会⻑ 

大⻄ 秀人  ⾼松市⻑  

田村  禎通   徳島⽂理大学学⻑ 

⻄原 義⼀  香川県信⽤保証協会会⻑ 

藤岡 実佐⼦ 帝國製薬株式会社代表取締役社⻑  

淀⾕  圭三郎 香川県教育委員会教育⻑    

（令和６年９月現在、五⼗音順、敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

-2-



 



３．項目別評価 
１）教育研究活動等の自己点検・評価に関すること 

優れている点 ・特になし 

改善を要する点 

・目標に対してほぼ目標どおりに進んでいるというよう
な取組についても，「計画を⼗分に実施している」という
自己評価になっており，何となく全部「計画を⼗分に実施
している」というような感じで，自己評価的には少し甘い
のではないか。今後，また違う表現の仕方ができるのであ
れば，検討いただきたい。 
 

今後に期待する点 

・研究の取組において，「計画を上回って実施している」
という自己評価になっており，本当に素晴らしい様々な
研究が進んでいるので，その実践している研究の状況に
ついて情報発信することを，強化いただきたい。 
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２）社会との共創に関すること 

２−１）学生参加型実践教育プログラムに関する取り組みについて 

２−２）地域課題解決指向型共創プログラムに関する取り組みについて 

２−３）SDGs に関する取り組みについて 

優れている点 
・各種各機関と手を取りながら，意欲的な共創プロジェク
トに取り組んでいる。 

 
改善を要する点 ・特になし 

今後に期待する点 

・学生参加型の実践教育プログラムにおいて，参加してい
る学生数が徐々に増えてきているというところを非常に
評価しており，さらに，何らかの形で学生が少しでも⼀つ
でも関わるような仕組みを検討いただきたい。 
・新しく庵治にできた施設「芸術未来研究場せとうち」を
拠点として，瀬⼾内を⼀つの大きなテーマとし，瀬⼾内の
海を或いは魚を活かしていくということで，意欲的に取
り組んでいただきたい。 
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３）リカレント教育に関すること 

優れている点 ・特になし 

改善を要する点 ・特になし 

今後に期待する点 

・リカレント専門講座について，どういったものが定着し
ていっているのか，受講された方が実際に実社会でどの
ように活かされているのか，ということを取り纏め，リカ
レント教育の成果の可視化を検討いただきたい。 
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４）ダイバーシティ推進体制に関すること 

優れている点 ・特になし 

改善を要する点 ・特になし 

今後に期待する点 
・ダイバーシティ推進に係る活動について，どのような進
展があるのか，その都度公表していただきたい。 
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５）外部資金の獲得状況に関すること 

優れている点 ・特になし 

改善を要する点 ・特になし 

今後に期待する点 ・特になし 

 

 

 

-7-



 



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-



-14-



-15-



-16-



-17-



-18-



-19-



-20-



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-



-30-



-31-



-32-



-33-



-34-



-35-



-36-



-37-



-38-



-39-



-40-



-41-



-42-



-43-



-44-



-45-



-46-



-47-



-48-



-49-



-50-



-51-



-52-



-53-



-54-



-55-



-56-



-57-



-58-



-59-



-60-



-61-



-62-



-63-



-64-



-65-



-66-



-67-



-68-



-69-



-70-



-71-



-72-



-73-



-74-



-75-



-76-



-77-



-78-



-79-



-80-



-81-



-82-



-83-



-84-



-85-



-86-



 



○国立大学法人香川大学諮問会議規則 

令和４年４月１日 

改正 令和４年６月２日 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人香川大学は、法人経営に学外の視点を積極的に取り入れ、管理運営の

改善充実を図るために、国立大学法人香川大学諮問会議（以下「会議」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 会議は、学長の諮問に応じて、経営上の課題についての検討と中期計画の達成状況

の外部評価を行う。 

（組織） 

第３条 会議の委員は、国立大学法人香川大学経営協議会規則第２条第１項第３号に掲げる

者及び法人経営の課題に関し広くかつ高い識見を有する学外者のうちから、学長が任命す

る。 

（任期） 

第４条 前条の委員の任期は２年とし、再任することができる。ただし、委員の任期の末日

は、当該委員を任命する学長の任期の末日以前とする。 

（議長等） 

第５条 会議に議長を置き、学長が指名する。 

２ 議長は、学長の要請にもとづき、会議を主宰する。 

３ 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する者が、議長の職務を行う。 

（議事） 

第５条の２ 会議は、委員の３分の２以上の出席がなければ、議事を開くことができない。 

２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 議長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと

ができる。 

（事務） 

第７条 会議の事務は、企画総務部総務課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。 
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附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月２日） 

この規則は、令和４年６月２日から施行する。 
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